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６．自動車審査部における審査の概要について 
 

 

自動車審査部長 佐竹 克也 

 

 

１．はじめに 

 新たに自動車を使用するときは道路運送車両法に

基づき、運輸支局等で新規検査を受けることが義務づ

けられている。この新規検査を効果的かつ適正に実施

して、安全の確保や環境の保全を図るために、自動車

及び自動車に備え付けられる装置（以下「自動車等」

という。）が基準に適合しているかどうかを事前に審

査する型式指定制度が設けられている。 

 自動車審査部（以下「審査部」という。）は、自動

車等に関し、国の行う型式指定業務の一環として、安

全・環境基準への適合性、燃料消費率の確認等につい

て、公正・中立な立場で審査を行う我が国唯一の機関

である。 

 自動車等の審査業務は、基準不適合車を排除し、当

該自動車が市場に出回ることを防止することを目的

としており、厳正な審査実施は当然であるが、合理

性・効率性の追求が従来にも増して求められているこ

とから、審査部では業務実施体制の強化を図るべく、

種々の取り組みを行っている。ここでは、平成 24 年

度から平成 25 年度にかけて実施したものを中心に、

審査部における昨今の取り組みを概説する。 

 

２．自動車審査部の役割及び業務実績 

国においては、①安全・環境に係る基準の策定、②

型式指定等による自動車等の基準への適合性の確保

及び③リコール制度による基準不適合車の排除とい

った施策を通じて自動車等の安全の確保及び環境の

保全を図っている。 

 交通安全環境研究所（以下「研究所」という。）

は、これらの各段階において国の施策を支援する業務

を行っているが、審査部では、①の段階にあっては、

基準認証国際調和支援活動を通じた、審査の知見を生

かした技術的支援、②の段階にあっては、自動車等の

審査を通じた基準適合性審査の確実な実施に取り組

むことを、主な役割としている（図１参照）。 

 

図１ 審査部の役割 

 

２．１．審査の意義 

審査部は、前述の通り、研究所の中において審査業

務を行うことをその役割としているが、その審査業務

の意義は、道路運送車両法に基づく型式指定制度等に

基づき、国が定める安全・環境等の基準の適合性につ

いて、様々な使用環境を想定した性能試験を実施する

など技術的な審査を行うことにより、基準不適合の自

動車等が市場に出回ることを未然に防止することに

ある。 

審査部では、これらの意義を踏まえて自動車審査業

務を実施している。 

 

２．２．審査業務の実績 

 平成 24 年度における自動車等の審査型式数は、自

動車3,295型式、装置500型式である（図２参照）。 

図２ 審査型式数の推移 

 

 

図４ パージガス試験の概要 

 

また配管等で漏れが生じた場合、客室内の水素濃度

が 2±1.0%で警報を発し、水素濃度が 3±1.0%を検知し

た場合、水素容器の主止弁を閉じることとなってい

る。日本の基準では水素濃度 4%を検知した場合に、

警報を発し、容器の主止弁を閉じることになっていた

ので厳しい方向になっている。 

３．２．２．衝突時の燃料漏れ 
衝突時の燃料漏れ試験に関しても、世界に先駆けて

導入した日本の知見を参考に議論が進んだ。まず、衝

突試験方法については、水素・燃料電池自動車固有の

方法を考案することはせずに、各国が既に実施してい

る試験を用いることになった。すなわち乗員保護性能

を確認するための前面衝突試験、オフセット衝突試験

や後突燃料漏れ試験である。 

衝突時の燃料漏れの許容限度は衝突後少なくとも

60 分間、平均 118NL／分を超えないこととされた。

日本の基準では 131NL／分であるが、これはガソリ

ン車の許容燃料漏れ量とエネルギー的に等価な値と

して定めた。HFCV-GTR では、日本の基準の算出に

用いた高位発熱量ではなく低位発熱量を用いたため

より厳しい値になった。また衝突後の客室内への水素

流入許容限度に関する規定が付け加えられた。なお衝

突時の試験燃料として、日本の基準ではヘリウムガス

を容器に充填し、衝突後の漏れ量の結果を水素に換算

して評価することにしてある。これに対し HFCV- 

GTR では、試験燃料としてヘリウムと水素どちらを

使用しても良いことになっている。 

３．３．電気安全 
高電圧による感電保護を主たる目的とした電気安

全に関しては、日本では水素燃料電池自動車のため

に、水素安全性基準の制定と同時に平成 17（2005）
年 3 月に定められた。その後、日本は電気自動車全般

についての電気安全基準を平成 19（2007）年 11 月に

世界に先駆け定めた。その後国際基準策定に当たり、

日本の基準に準拠するよう WP29 の場で各国と調整

を続けてきた。その結果、平成 22（2010）年 3 月、

UN ECE 規則 R100 等が改訂され、電気安全に関す

る国際基準が定まった。 
HFCV-GTR の電気安全要件については、直接接触

の保護、間接接触の保護など R100 の内容をほぼ採用

している。あわせて衝突試験時の電気安全確認要件も

定めてある。 
ここでは細部の技術的な解説は省略するが、水素燃

料電池自動車特有の課題について記す。燃料電池は水

の電気分解の逆の原理で、水素と酸素を反応させ電気

を作り出すとともに水を生成する。したがって原理的

に高電圧と水が共存する状態となり対策が必要にな

る。この点が他の電気自動車の要件に付け加える事項

となる。 
 

４．今後の課題 
以上述べたように、水素・燃料電池自動車のための

世界統一基準（HFCV-GTR）の Phase1 作業は終了

したが、残された課題が幾つかある。それらは Phase2
の活動の中で解決されなければならない。 
それらは、乗用車のみを対象としている HFCV- 

GTR の他車種への拡大、水素・燃料電池自動車独自

の衝突試験方法、燃料供給口に関する要求事項、圧縮

水素容器に用いる材料の試験方法や最低破裂要件の

再検討等があげられている。 
今後、HFCV-GTR をよりよいものとするためにさ

らに努力を続けていく必要がある。 
 
最後に、この HFCV-GTR を成立させるに当たり、

十年を超える活動の間、様々な場面でご協力を頂いた

関係各位に深甚な謝意を表したい。 
 

参考文献 
1) ECE/TRANS/180/Add.13 

Global technical regulation on hydrogen and 
fuel cell vehicles 
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wg
s/wp29gen/wp29glob_registry.html 
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超えるものでないこと、等の要件があり、インパクタ

を正確に測定点に衝突させることが必要である。 

審査部では、平成 24 年度に歩行者脚部試験機を導

入し、これまでに、衝突ずれ量及び角度公差の測定方

法、具体的には①の衝突ずれ量については、塗料塗布

による測定、②の角度公差については高速度カメラ又

は角速度計のいずれの方法でも正確な測定が可能と

なるよう機器の取扱いの熟練度を高めた。 

審査部として関係各方面の協力を得ながら、１年半

の取り組みを行った結果、歩行者脚部保護性能試験を

支障なく実施できることを確認し、審査部施設におい

ても平成 25 年７月から認証における試験を開始し、

平成 25 年９月までに３件の試験を審査部施設で実施

している（図４参照）。 

 

図４ 歩行者脚部試験方法の検証風景 

 

３．審査業務の国際化に向けた取り組み 

自動車の基準調和及び相互認証の推進及び IWVTA

（国際自動車型式認証）の推進などにより、ますます

海外の試験機関との競争が激しくなることが予想さ

れる。 

このため、審査部としては、このような自動車基準

認証の国際化に伴う環境の変化に対応すべく、国際競

争力の強化に取り組むこととして、審査業務の運用の

改善を行っている。 

 

３．１．これまでの審査業務の課題 

これまでの審査業務では、①担当者の慎重な解釈に

よる影響によりスケジュール管理が難しいこと、②試

験を後ろ倒ししているため、試験での不合格等が発生

した場合の工程上のリカバリーが難しいこと、③試験

項目の決定が遅いため、予備の車両を用意する必要が

あることや、短期間で試験をこなす観点で多くの試験

車両が必要となること、④審査部審査開始前に社内試

験を行っても、審査項目の確定が遅く、無駄になるこ

とがあることや、試験工程前半での社内試験は試験車

両のコストが高い、など申請者に対する負担感が否め

ないところ、この申請者の負担感の解消が課題とされ

ていた。 

 

３．２．審査業務の運用改善に向けた取り組み 

これらの課題を踏まえ、①申請者が感じる負担感を

解消すること、②審査部を活用することの効用を申請

者が感じること、の取り組みを進めることにより、他

国で取得した認定証の提出ではなく、審査部による試

験及び審査の実施を促進し、もって我が国での認定証

取得を促進する観点から、先行受託試験制度のさらな

る活用を通じて、審査業務の運用の改善にむけた取り

組みを進めている。来年度からの本格的な実施に向

け、平成 24 年度から試行的に取り組みを進めている

ところである。 

具体的には、試験の実施のみを対象としていたこれ

までの先行受託試験制度を変更し、①試験項目及び試

験車両の決定を先行受託試験で可能とすること、②社

内試験を認めることとした項目についてのデータ確

認も先行受託試験において可能とすること、により、

これまで本申請後の審査期間において実施していた、

審査項目及び試験車両の選定、審査部試験及び社内試

験を、本申請後の審査部での審査開始までに内容の精

査を終えることにより、申請後は標準処理期間内に国

土交通大臣への通知に至るものとした。 

この結果、①申請者と調整するための十分な期間が

確保でき、本省各課への確認や担当官同士での認識共

有が図りやすく、より円滑な審査が実施できること、

②審査項目及び試験車両が早く決まるためスケジュ

ール管理が容易となること、③予備の試験車両を作る

必要がないこと、④試験期間が長く、一台の車両で多

くの試験を行うことが可能となり、車両台数を削減す

ることが可能であること、⑤試験不合格が生じても、

再試験及び設計修正による工期への悪影響が発生し

ないこと、⑥試験全体の状況があらかじめ確定してい

るため試験を無理に前倒しする必要が無く、経済的な

工程後半の車両を使用することが可能であること、な

どの改善が図られることから、先行受託試験にかかる

受託費用以上に、申請者においては型式指定申請の部

署の負担感の軽減とともに、開発及び実験の部署にお

 

 

平成 24 年度から開始している審査業務の運用の見

直しを通じ、先行受託試験の受託の取り組みを進めて

いる。その結果平成 23 年度は 84 件、平成 24 年度は

97件の依頼があったが、平成25年度上半期は95件の

依頼があり増加傾向にある。 

また、日本国政府による、車両等の型式認定相互承

認協定に基づく規則（以下「協定規則」という。）に

基づく装置型式指定の取得（いわゆるE43認定証の発

行）を目的とした試験も増えており、これまで協定規

則に基づく装置型式指定の取得の件数（突入防止装置

及び大型後部反射器を除く。）は、平成23年度が６件、

平成 24 年度が 21 件であるのに対して、平成 25 年度

上半期は22件と、大幅な増加となっている。 

なお、運用の見直しを開始した平成 24 年度以降平

成25年度上半期までの18ヶ月間の装置型式指定の取

扱件数（計 43 件）の内訳は、警音器４件、制動装置

６件、乗員保護関係２件、外装３件、大型後部反射器

以外の反射器類８件、施錠装置関係５件、速度計４件、

その他11件となっている。 

引き続き、審査部として先行受託試験を含む試験の

増加及び協定規則に基づく装置指定の取得につなが

る試験の実施に取り組みを進めていく。 

 

２．３．審査体制の構築に係る取り組み 

審査部として中立・公正な審査を実施するため、施

設の維持管理、職員の研修等により適切な審査体制を

保持するとともに、基準の制定、改正等に対しては、

審査手法の確立及び職員の研修、さらに必要に応じた

施設の整備により、審査体制の構築を行っている。 

昨今の基準の制定、改正に伴い、平成 24 年度及び

平成 25 年度に開始した主な試験は、以下の通りであ

る。 

 

２．３．１．協定規則に基づく二輪車騒音規制の導入 

Ｌ３カテゴリーの二輪車を対象とする二輪車騒音

規制のうち市街地騒音規制について、これまでの日本

の基準では、時速 50km からの全開加速にて騒音値を

計測していたが、今回調和した協定規則第 41 号第４

改訂版に基づく二輪車騒音試験では、全開加速騒音値

と定常走行騒音値とを計測した上で、実際の運転状態

を念頭においた規定加速度（パーシャル加速）での騒

音値を換算し、その換算騒音値が規制値に適合してい

るかを評価する方法としており、国内では平成 25 年

１月から適用している（図３参照）。 

この協定規則第 41 号第４改訂版による二輪車騒音

規制は、我が国としては環境分野では初めての調和項

目であることから、平成 24 年 2 月に国土交通省、環

境省及び関係団体をメンバーとする国内導入 WG が設

置され、審査部もこれに参画し、試験法策定への課題

抽出、法規改正を行う国土交通省への技術的助言、試

験法の理解促進のための熊谷自動車試験場でのデモ

試験の実施（平成 24 年 12 月）、試験法マニュアルの

策定などの取り組みへの協力を行った。 

この取り組みを通じて、早期に審査体制を構築し、

平成25年2月には協定規則第41号第４改訂版に基づ

く世界で初めての審査を行い、平成 25 年９月までに

合計６件の試験を実施している。 

 

図３ 二輪車騒音の基準の変更の考え方 

 

２．３．２．歩行者脚部保護性能基準の導入 

我が国では、平成17年10月より、国内独自の歩行

者頭部保護性能基準が適用されていたが、その後、歩

行者脚部保護性能基準を含む我が国の提案を反映し

た新たな歩行者保護性能基準として協定規則第127号

が新設され、国内では平成 25 年４月より適用してい

る。 

なお、技術基準においては、Flex-PLIと呼ばれる脚

部インパクタを用いる方法も、協定規則第127号に認

められているE-PLIと呼ばれる脚部インパクタを用い

る方法と同等のものとして認められている。 

この Flex-PLI を用いる試験の実施にあたっては、

①目標とする測定点と実際に衝突した測定点が 10mm

を超えるものでないこと、②衝突した場合のインパク

タ中心線がＸ方向５度、Ｙ方向２度及びＺ方向２度を
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超えるものでないこと、等の要件があり、インパクタ

を正確に測定点に衝突させることが必要である。 

審査部では、平成 24 年度に歩行者脚部試験機を導

入し、これまでに、衝突ずれ量及び角度公差の測定方

法、具体的には①の衝突ずれ量については、塗料塗布

による測定、②の角度公差については高速度カメラ又

は角速度計のいずれの方法でも正確な測定が可能と

なるよう機器の取扱いの熟練度を高めた。 

審査部として関係各方面の協力を得ながら、１年半

の取り組みを行った結果、歩行者脚部保護性能試験を

支障なく実施できることを確認し、審査部施設におい

ても平成 25 年７月から認証における試験を開始し、

平成 25 年９月までに３件の試験を審査部施設で実施

している（図４参照）。 

 

図４ 歩行者脚部試験方法の検証風景 

 

３．審査業務の国際化に向けた取り組み 

自動車の基準調和及び相互認証の推進及び IWVTA

（国際自動車型式認証）の推進などにより、ますます

海外の試験機関との競争が激しくなることが予想さ

れる。 

このため、審査部としては、このような自動車基準

認証の国際化に伴う環境の変化に対応すべく、国際競

争力の強化に取り組むこととして、審査業務の運用の

改善を行っている。 

 

３．１．これまでの審査業務の課題 

これまでの審査業務では、①担当者の慎重な解釈に

よる影響によりスケジュール管理が難しいこと、②試

験を後ろ倒ししているため、試験での不合格等が発生

した場合の工程上のリカバリーが難しいこと、③試験

項目の決定が遅いため、予備の車両を用意する必要が

あることや、短期間で試験をこなす観点で多くの試験

車両が必要となること、④審査部審査開始前に社内試

験を行っても、審査項目の確定が遅く、無駄になるこ

とがあることや、試験工程前半での社内試験は試験車

両のコストが高い、など申請者に対する負担感が否め

ないところ、この申請者の負担感の解消が課題とされ

ていた。 

 

３．２．審査業務の運用改善に向けた取り組み 

これらの課題を踏まえ、①申請者が感じる負担感を

解消すること、②審査部を活用することの効用を申請

者が感じること、の取り組みを進めることにより、他

国で取得した認定証の提出ではなく、審査部による試

験及び審査の実施を促進し、もって我が国での認定証

取得を促進する観点から、先行受託試験制度のさらな

る活用を通じて、審査業務の運用の改善にむけた取り

組みを進めている。来年度からの本格的な実施に向

け、平成 24 年度から試行的に取り組みを進めている

ところである。 

具体的には、試験の実施のみを対象としていたこれ

までの先行受託試験制度を変更し、①試験項目及び試

験車両の決定を先行受託試験で可能とすること、②社

内試験を認めることとした項目についてのデータ確

認も先行受託試験において可能とすること、により、

これまで本申請後の審査期間において実施していた、

審査項目及び試験車両の選定、審査部試験及び社内試

験を、本申請後の審査部での審査開始までに内容の精

査を終えることにより、申請後は標準処理期間内に国

土交通大臣への通知に至るものとした。 

この結果、①申請者と調整するための十分な期間が

確保でき、本省各課への確認や担当官同士での認識共

有が図りやすく、より円滑な審査が実施できること、

②審査項目及び試験車両が早く決まるためスケジュ

ール管理が容易となること、③予備の試験車両を作る

必要がないこと、④試験期間が長く、一台の車両で多

くの試験を行うことが可能となり、車両台数を削減す

ることが可能であること、⑤試験不合格が生じても、

再試験及び設計修正による工期への悪影響が発生し

ないこと、⑥試験全体の状況があらかじめ確定してい

るため試験を無理に前倒しする必要が無く、経済的な

工程後半の車両を使用することが可能であること、な

どの改善が図られることから、先行受託試験にかかる

受託費用以上に、申請者においては型式指定申請の部

署の負担感の軽減とともに、開発及び実験の部署にお

 

 

平成 24 年度から開始している審査業務の運用の見

直しを通じ、先行受託試験の受託の取り組みを進めて

いる。その結果平成 23 年度は 84 件、平成 24 年度は

97件の依頼があったが、平成25年度上半期は95件の

依頼があり増加傾向にある。 

また、日本国政府による、車両等の型式認定相互承

認協定に基づく規則（以下「協定規則」という。）に

基づく装置型式指定の取得（いわゆるE43認定証の発

行）を目的とした試験も増えており、これまで協定規

則に基づく装置型式指定の取得の件数（突入防止装置

及び大型後部反射器を除く。）は、平成23年度が６件、

平成 24 年度が 21 件であるのに対して、平成 25 年度

上半期は22件と、大幅な増加となっている。 

なお、運用の見直しを開始した平成 24 年度以降平

成25年度上半期までの18ヶ月間の装置型式指定の取

扱件数（計 43 件）の内訳は、警音器４件、制動装置

６件、乗員保護関係２件、外装３件、大型後部反射器

以外の反射器類８件、施錠装置関係５件、速度計４件、

その他11件となっている。 

引き続き、審査部として先行受託試験を含む試験の

増加及び協定規則に基づく装置指定の取得につなが

る試験の実施に取り組みを進めていく。 

 

２．３．審査体制の構築に係る取り組み 

審査部として中立・公正な審査を実施するため、施

設の維持管理、職員の研修等により適切な審査体制を

保持するとともに、基準の制定、改正等に対しては、

審査手法の確立及び職員の研修、さらに必要に応じた

施設の整備により、審査体制の構築を行っている。 

昨今の基準の制定、改正に伴い、平成 24 年度及び

平成 25 年度に開始した主な試験は、以下の通りであ

る。 

 

２．３．１．協定規則に基づく二輪車騒音規制の導入 

Ｌ３カテゴリーの二輪車を対象とする二輪車騒音

規制のうち市街地騒音規制について、これまでの日本

の基準では、時速 50km からの全開加速にて騒音値を

計測していたが、今回調和した協定規則第 41 号第４

改訂版に基づく二輪車騒音試験では、全開加速騒音値

と定常走行騒音値とを計測した上で、実際の運転状態

を念頭においた規定加速度（パーシャル加速）での騒

音値を換算し、その換算騒音値が規制値に適合してい

るかを評価する方法としており、国内では平成 25 年

１月から適用している（図３参照）。 

この協定規則第 41 号第４改訂版による二輪車騒音

規制は、我が国としては環境分野では初めての調和項

目であることから、平成 24 年 2 月に国土交通省、環

境省及び関係団体をメンバーとする国内導入 WG が設

置され、審査部もこれに参画し、試験法策定への課題

抽出、法規改正を行う国土交通省への技術的助言、試

験法の理解促進のための熊谷自動車試験場でのデモ

試験の実施（平成 24 年 12 月）、試験法マニュアルの

策定などの取り組みへの協力を行った。 

この取り組みを通じて、早期に審査体制を構築し、

平成25年2月には協定規則第41号第４改訂版に基づ

く世界で初めての審査を行い、平成 25 年９月までに

合計６件の試験を実施している。 

 

図３ 二輪車騒音の基準の変更の考え方 

 

２．３．２．歩行者脚部保護性能基準の導入 

我が国では、平成17年10月より、国内独自の歩行

者頭部保護性能基準が適用されていたが、その後、歩

行者脚部保護性能基準を含む我が国の提案を反映し

た新たな歩行者保護性能基準として協定規則第127号

が新設され、国内では平成 25 年４月より適用してい

る。 

なお、技術基準においては、Flex-PLIと呼ばれる脚

部インパクタを用いる方法も、協定規則第127号に認

められているE-PLIと呼ばれる脚部インパクタを用い

る方法と同等のものとして認められている。 

この Flex-PLI を用いる試験の実施にあたっては、

①目標とする測定点と実際に衝突した測定点が 10mm

を超えるものでないこと、②衝突した場合のインパク

タ中心線がＸ方向５度、Ｙ方向２度及びＺ方向２度を
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ける実務面や費用面での負担の軽減にも大きく貢献

できるものと考えている。 

 

４．自動車基準認証の調和活動への取り組み 

４．１．国際基準認証調和活動 

 国際基準認証調和活動については、審査業務から得

られた知見等を活用し、我が国の国際基準認証調和活

動に貢献するため、国内で実施される対応会議への継

続的な参加、国土交通省への技術的な助言等を行うと

ともに、国連の会議にも継続的に参加し、現地での技

術的な助言を行うほか、将来日本に導入が見込まれる

基準に係る情報収集、他国の専門家との恒久的なネッ

トワークの形成に努めている。 

 また、IWVTAについては、2016年３月での制度運用

開始を目指し、関係者において精力的に作業が進めら

れているが、審査部としても我が国唯一の試験機関と

して、①審査部が行う試験及び審査により日本国政府

が発行するIWVTAが幅広く他の協定加盟国での受け入

れられるものであること、②欧州各国にのみ有用な制

度とするのではなく多くの協定加盟国にとっても有

用な制度とすること、③我が国における審査業務での

IWVTAの活用にあたり我が国での制度運用に支障が生

じないものとなること、等の観点で、年５回程度実施

されるIWVTAインフォーマルグループ下のサブグルー

プに参画するなど、関心を持って取り組みを進めてい

る。 

 

４．２．アジア地域への支援 

アジア地域における、国際的に調和のとれた基準や

認証制度の導入を促進することを目的に国土交通省

等が主催した平成24年及び平成25年のアジア専門家

会議（マレーシア、タイ及びフィリピンで開催）に講

師を派遣し、政府関係者及び業界関係者に対して、電

気自動車等の感電防止装置や、速度計などの審査方法

について説明及び助言を行うなどの支援を行ってい

る（図５参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

図５ アジア専門家会合での説明風景 

 

５．まとめ 

近年、複雑で高度な新技術の導入、ハイブリッド車

等次世代自動車の普及が進むほか、安全・環境基準の

強化や国際基準調和の進展等に伴って、審査に必要と

なる知識・技術レベルが高まっている。 

このような中で、信頼性の高い審査制度の運用と確

実な審査を実施し自動車の安全確保、環境保全等を実

現しつつ、自動車産業の成長に貢献できる存在となる

ことを目指す観点から、今後とも、適切な審査体制の

保持・整備などを通じて、厳正な審査のなかで、合理

性・効率性の追求に努める所存である。 

 

 

 
 

７．リコール技術検証部における技術検証業務の概要について 
― 平成 24 年度に実施した技術検証事案の分析と不具合の低減に向けた提言 ― 

 
リコール技術検証部   ※西田 寛  松村 利夫  田中 丈晴  出川 洋 

 
 

１．はじめに 

当部は、平成 18 年５月の道路運送車両法等の改正

に基づき、当研究所に設置され、国土交通省がユーザ

ー等から収集した自動車の不具合･事故に関する情報

や自動車メーカー等から得た情報について、リコール

に該当する可能性があるか否か、また、これらのメー

カーが国土交通省に届け出たリコールの内容が適切

か否か、同省の指示により技術的検証を行っている。

加えて、場合により同省の職員に同行して、事故･火

災の現地調査等も実施している。 
当部では、かつて自動車メーカーで設計･開発に長

く携わり高度な知識及び豊富な経験を有するメーカ

ーの OB と当研究所の研究領域で長く研究に従事し

てきた研究者の OB を技術検証官として採用し、当研

究所内の各研究領域及び自動車審査部との連携の下

に技術検証を実施している。平成 24 年度は、95 事案

の検証を新規に開始し、110 事案（平成 23 年度以前

の開始事案等を含む）の検証を終了した。このうち、

リコール及び改善届出に関連した事案が 10 事案で対

象台数は 106 万台、その他の市場措置（サービスキャ

ンペーン、保証期間の延長、市場への注意喚起）に関

連した事案が 33 事案（市場措置の検討中事案を含

む）、リコール届出内容が適切か否か審査に活用され

た事案が８事案であった。また、事故や火災の現地調

査 50 件、検証実験 10 件の実施を通じて、メーカーか

ら報告された技術報告の内容を確認する等の業務を

行っている。 
この７年余りの技術的検証の経験から見えてきた

ことは、自動車の構造･装置に係る不具合は、その直

接の原因は単純なものであっても、その背景には、点

検･整備、使用環境及び設計･製造に係る要因が複合し

ているものが多く、再発防止、さらには未然防止を図

って行くためには、メーカー、整備事業者、ユーザー

及び行政が、それぞれの立場で、また連携して取り組

むことが不可欠であるということである。 

そこで、昨年及び一昨年の本フォーラムでは、ひと

たび事故や火災に至ると、人的、物的被害及びそれに

よる社会的影響が大きいトラック･バスについて、構

造･装置に起因する不具合の事例を取り上げ、要因を

分析するとともに、点検･整備、使用環境、設計･製造

のそれぞれの観点を含めた総合的な未然防止対策の

方向性について提言してきた。今年度は、日本の保有

車両数の 91％を占める乗用車、軽自動車、二輪自動

車等（以下「乗用車等」という）について最近の不具

合事例の分析を行い、不具合の低減に向けて対策への

提言を紹介する。 
２．自動車の構造･装置に係る事故･火災の発生状況 

２．１．事故･火災の状況 

国土交通省に自動車メーカーから報告された自動

車の構造･装置に起因した事故･火災情報は、平成 21
年から公表されている。平成 24 年に報告された件数

を【図１】に示す。 

 
総件数は 1,320 件で、乗用車等は 746 件（57％）

であった。 
【図２】に 10 万台当たりの事故･火災発生状況を示

す。乗用車等の発生率は大型車等（貨物車、乗合車、

【図１】平成24年の事故･火災の状況 
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【図２】10万台当たりの事故火災発生状況
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